
部
会
発
表
要
旨 

日
本
史
部
会 

一
、
入
宋
僧
成
尋
と
宋
商
人
陳
詠
の
関
係
性―

『
参
天
台
五
台
山
記
』
を
通
し
て―

 

 

広
島
大
学 

何 

家
豪 

 

本
報
告
は
『
参
天
台
五
台
山
記
』
に
基
づ
い
て
入
宋
僧
成
尋
と
、
成
尋
の
通
事
、
宋
商
人
陳
詠
と
の
関
係

を
焦
点
に
す
る
。
今
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
陳
詠
は
献
身
的
に
成
尋
に
協
力
し
、
後
に
出
家
し
て
成

尋
の
弟
子
に
な
る
ま
で
繋
が
り
が
深
い
熱
心
な
宋
人
で
あ
る
視
点
が
主
流
で
あ
る
。
一
方
、
宋
皇
帝
の
名
目

で
日
本
の
年
紀
制
に
対
応
し
、
日
宋
貿
易
を
行
う
た
め
に
剃
度
し
た
商
人
だ
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
し
か
し
、

ど
ち
ら
も
陳
詠
と
い
う
人
物
の
一
面
に
す
ぎ
ず
、
彼
の
行
っ
た
行
動
へ
の
立
体
的
理
解
は
欠
如
の
ま
ま
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
尋
と
陳
詠
の
関
係
性
は
未
だ
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
。 

陳
詠
は
最
初
か
ら
献
身
的
に
協
力
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
、
或
は
計
画
的
に
貿
易
の
た
め
だ
っ
た
の

か
、
貿
易
を
有
利
に
し
よ
う
と
す
る
動
機
や
タ
イ
ミ
ン
グ
、
出
家
を
選
ぶ
経
緯
な
ど
、
日
記
中
の
行
動
に
合

わ
せ
て
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
成
尋
と
陳
詠
の
関
係
を
再
構
築
し
た
上
に
、

十
一
世
紀
後
半
の
日
宋
貿
易
を
行
う
宋
商
人
の
地
縁
的
人
間
関
係
、
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
再
検
討
す
る
。 

 

二
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
お
け
る
定
穢
の
意
義 

広
島
大
学 
森
木 

琉 

 

日
本
古
来
の
思
想
習
俗
で
あ
る
穢
は
神
事
の
遂
行
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
「
目

の
前
に
あ
る
事
物
が
穢
か
ど
う
か
」
を
判
断
す
る
「
定
穢
」
と
い
う
政
務
が
行
わ
れ
て
い
た
。
本
報
告
は
堀

河
親
政
期
～
鳥
羽
院
政
期
の
定
穢
に
つ
い
て
、
政
務
処
理
構
造
の
分
析
を
通
し
て
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
。 

当
該
期
の
定
穢
に
つ
い
て
三
橋
正
氏
は
、
院
が
最
終
判
断
権
を
持
ち
、
そ
の
下
で
摂
関
が
決
裁
に
至
る
ま

で
の
政
務
的
手
続
き
を
主
導
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
は
明
法
家
の
勘
申
に
依
拠
し
て
お
り
、
摂
関
・
院
は

判
断
能
力
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
、「
定
穢
の
空
洞
化
」
を
指
摘
し
て
い
る
（「
摂
関
末
・
院
政
期
の
定
穢
」

（『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
〇
三
年
初
出
）。 

し
か
し
、
明
法
家
の
勘
申
の
利
用
如
何
も
含
め
た
最
終
的
な
判
断
は
院
・
摂
関
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
両

者
の
判
断
能
力
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
与
し
え
な
い
。
今
一
度
政
務
処
理
構
造
に
お
け
る
各
人
の
役
割
を

明
ら
か
に
し
、「
定
穢
の
空
洞
化
」
と
い
う
評
価
が
妥
当
か
ど
う
か
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

 



三
、
鎌
倉
期
九
州
北
東
部
に
お
け
る
東
国
御
家
人
の
政
治
史
的
展
開―

守
護
の
「
権
限
」
の
見
直
し
を
中
心

と
し
て―

 

九
州
大
学 

進 

竜
一
郎 

本
報
告
は
、
鎌
倉
期
、
九
州
北
東
部
に
展
開
し
た
御
家
人
の
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
幕
府
に
よ
る
地

方
支
配
の
実
態
を
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。 

従
来
、
鎌
倉
幕
府
の
地
方
支
配
は
守
護
・
地
頭
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
近
年
で
は
、

特
に
守
護
研
究
の
文
脈
上
で
、
六
波
羅
探
題
や
鎮
西
探
題
な
ど
の
広
域
支
配
機
関
が
果
た
し
た
役
割
に
注

目
が
集
ま
っ
て
お
り
、
幕
府
に
よ
る
地
方
支
配
は
多
様
か
つ
複
線
的
な
回
路
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た

と
い
う
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
守
護
の
位
置
づ
け
自
体
を
相
対
化
す
る
動
き
が
強
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
報
告
で
は
、
守
護
の
「
権
限
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
相
対

化
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
守
護
」
と
い
う
枠
組
み
を
外
し
て
九
州
北
東
部
に
展
開
し
た
御
家
人
の
政
治
史

的
動
向
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
検
断
や
賦
課
な
ど
の
役
割
を
誰
が
果
た
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
実

態
を
追
究
す
る
。
御
家
人
と
い
う
政
治
主
体
の
分
析
を
通
じ
て
、
幕
府
に
よ
る
地
方
支
配
の
実
態
を
問
い
直

し
た
い
。 

 

四
、
大
内
氏
の
出
雲
国
侵
攻
と
西
日
本
の
諸
勢
力 

島
根
大
学 

長
谷
川 
博
史 

周
防
国
大
内
氏
は
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
出
雲
国
へ
侵
攻
し
、
尼
子
氏
の
本
拠
で
あ
っ
た
富
田

城
下
ま
で
攻
め
寄
せ
た
が
、
天
文
十
二
年
に
撤
兵
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
大
敗
北
を
喫
し
た
。
十
六
世
紀
前
半

の
中
国
地
方
の
政
治
史
は
、
大
内
氏
と
尼
子
氏
の
対
立
を
軸
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
大
内
氏
の
出
雲

国
侵
攻
は
そ
の
最
大
の
山
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

 

た
だ
し
、
こ
の
戦
争
は
、
大
内
氏
と
尼
子
氏
の
攻
防
と
い
う
と
ら
え
方
だ
け
で
は
理
解
し
え
な
い
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
近
年
、
大
内
氏
の
出
雲
国
侵
攻
を
題
材
に
、
戦
争
の
多
面
性
を
重
視
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
示
唆
的
で
あ
る
。 

 

本
報
告
で
は
、
畿
内
か
ら
東
ア
ジ
ア
海
域
に
及
ぶ
特
異
な
影
響
力
を
有
し
た
十
六
世
紀
前
半
の
大
内
氏

と
、
一
五
三
○
年
代
の
積
極
的
な
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
畿
内
・
西
国
諸
勢
力
と
の
連
携
を
急
速
に
拡
大
さ
せ

た
尼
子
氏
の
決
戦
が
、
日
本
列
島
西
部
の
全
体
的
な
時
代
の
転
換
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
こ
と
を
確
認



し
、
こ
の
戦
争
固
有
の
意
味
と
そ
の
後
の
歴
史
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

 

五
、
戦
国
末
期
に
お
け
る
大
友
氏
・
足
利
将
軍
の
関
係
と
豊
芸
和
睦
交
渉 

広
島
大
学 

篠
田 

諒
平 

戦
国
末
期
の
大
友
氏
は
大
内
氏
の
滅
亡
後
、
北
部
九
州
を
め
ぐ
っ
て
毛
利
氏
と
対
立
し
た
が
、
将
軍
足
利

義
輝
に
よ
り
毛
利
氏
と
の
和
睦
を
命
じ
ら
れ
た
（
豊
芸
和
睦
交
渉
）。
先
行
研
究
で
は
、
豊
芸
和
睦
交
渉
の

開
始
の
経
緯
や
、
同
交
渉
が
大
友
氏
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
曖
昧
な
部
分
が
多
い
う
え
、
将
軍

足
利
義
昭
も
大
友
・
毛
利
両
氏
に
和
睦
を
命
じ
て
い
る
が
、
交
渉
の
過
程
や
大
友
氏
と
将
軍
義
昭
の
関
係
な

ど
、
不
明
な
点
が
残
る
。 

ま
た
、
足
利
将
軍
の
和
睦
交
渉
に
関
す
る
研
究
で
は
、
将
軍
の
地
方
政
策
と
し
て
和
睦
交
渉
が
ど
の
よ
う

に
展
開
し
て
い
た
の
か
、
段
階
差
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
た
め
、
豊
芸
和
睦
交
渉
の
過

程
を
検
討
す
る
う
え
で
、
足
利
将
軍
の
和
睦
交
渉
の
段
階
差
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。 

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
将
軍
足
利
義
輝
・
義
昭
に
よ
る
和
睦
交
渉
を
整
理
し
な
が
ら
、
豊
芸
和
睦
交
渉
の

過
程
を
検
討
し
、
同
交
渉
の
大
友
氏
へ
の
影
響
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
戦
国
末
期
の
大
友
氏

と
足
利
将
軍
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
い
。 

 

六
、
大
友
氏
の
武
家
儀
礼―

「
当
家
年
中
日
記
」
と
他
史
料
を
比
較
し
て―

 

大
分
市
教
育
委
員
会
文
化
財
課 

広
津
留 
三
紗 

豊
後
国
を
没
収
さ
れ
た
二
十
二
代
大
友
義
統
は
、
水
戸
に
移
さ
れ
た
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
年
）
に
、

大
友
家
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事
を
ま
と
め
た
「
当
家
年
中
作
法
日
記
」
を
残
し
て
い
る
。
大
友
家
に
は
こ

れ
以
外
に
も
先
例
を
ま
と
め
た
史
料
が
あ
り
、「
当
家
年
中
作
法
日
記
」
の
記
述
を
中
心
に
、
全
盛
期
の

大
友
家
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事
の
内
容
は
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
年
中
行
事
は
、
大
友
氏
が
十
六
世
紀
初
頭
か
ら
中
頃
に
か
け
て
、
室
町
将
軍
家
の
年
中
行
事

や
作
法
と
い
っ
た
武
家
儀
礼
を
規
範
と
し
て
導
入
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
武
家
故
実
書
の
行
事
を
比
較
す

る
と
、
そ
の
半
数
は
将
軍
家
で
行
わ
れ
た
も
の
と
重
な
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
将
軍
家
か
ら
の
影
響
は

大
き
く
、
上
記
の
指
摘
も
首
肯
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
独
自
の
部
分
へ
の
視
点
が
欠
け
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
報
告
で
は
一
次
史
料
に
見
ら
れ
る
大
友
氏
に
関
す
る
行
事
の
記
述
や
、
室
町
将
軍
家
な
ど
他

家
で
行
わ
れ
た
年
中
行
事
を
記
し
た
武
家
故
実
書
の
内
容
と
の
比
較
か
ら
大
友
家
の
年
中
行
事
と
他
家
と



の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

七
、
豊
臣
期
毛
利
氏
の
広
島
築
城 

広
島
大
学 

中
原 

寛
貴 

広
島
城
は
、
豊
臣
期
の
大
名
毛
利
氏
が
築
い
た
城
で
あ
る
。『
新
修
広
島
市
史
』
や
『
広
島
県
史
』
で
は
、

広
島
築
城
は
、
上
洛
し
て
聚
楽
第
や
大
坂
城
を
見
物
し
た
毛
利
輝
元
が
、
新
た
な
城
郭
を
建
設
し
た
い
と
取

り
組
ん
だ
事
業
、
つ
ま
り
輝
元
の
主
体
的
な
判
断
に
よ
っ
て
実
現
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

近
年
、
本
多
博
之
氏
は
「
広
島
築
城
も
秀
吉
の
気
持
ち
を
推
し
量
っ
た
、
つ
ま
り
忖
度
し
た
結
果
」
と
指
摘

し
た
。 

こ
う
し
た
研
究
史
の
現
状
を
鑑
み
る
と
、
広
島
築
城
は
、
豊
臣
政
権
と
大
名
毛
利
氏
の
関
係
性
を
ふ
ま
え

て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
い
つ
、
広
島
城
が
完
成
し
た
の
か
と
い
う
と
疑
問
を
解
決

し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
広
島
城
の
完
成
を
ど
う
捉
え
る
の
か
は
、
広
島
城
や
そ
の
城
下
町
が
建
設
さ
れ
た
目

的
、
吉
田
郡
山
城
か
ら
広
島
城
に
毛
利
氏
の
本
拠
が
移
転
さ
れ
た
理
由
、
家
臣
団
の
城
下
町
集
住
の
実
態
に

迫
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
以
上
の
視
角
か
ら
本
報
告
で
は
、
毛
利
氏
の
広
島
築
城
に
つ
い
て
、
建
設
事
業
の
実
施
段
階
と

完
成
段
階
、
さ
ら
に
再
整
備
の
段
階
に
わ
け
て
検
討
し
、
そ
の
歴
史
的
展
開
を
考
察
し
た
い
。 

 

八
、
幕
末
期
広
島
藩
に
お
け
る
農
兵
と
諸
隊 

広
島
大
学 

鈴
木 

淳 

一
九
世
紀
に
入
り
極
東
に
進
出
す
る
欧
米
諸
国
と
の
接
触
が
増
加
す
る
と
、
海
防
の
強
化
が
喫
緊
の
課

題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
対
策
と
し
て
、
兵
農
分
離
の
原
則
を
緩
め
る
形
で
整
備
さ
れ
た
の
が
、
百
姓

を
軍
事
力
に
組
み
込
む
農
兵
で
あ
る
。
ま
た
、
政
局
の
不
安
定
化
に
よ
り
内
戦
の
危
機
が
強
ま
る
と
、
農
兵

に
加
え
て
、
兵
賦
や
諸
隊
と
い
っ
た
よ
り
実
戦
的
な
軍
事
組
織
が
編
成
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
武
士
以
外
の
身

分
か
ら
な
る
軍
事
組
織
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
兵
賦
や
長
州
藩
諸
隊
を
中
心
に
厚
い
蓄
積
が
あ
る
が
、
階
級

闘
争
と
し
て
の
側
面
や
軍
制
に
関
心
を
置
い
た
も
の
が
多
い
た
め
、
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
身
分
制
社
会
に
与
え
た
影
響
を
真
正
面
か
ら
評
価
す
る
も
の
は
、
多
く
は
見
ら
れ
な
い
。 

そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
第
二
次
長
州
征
討
と
い
う
「
実
戦
」
を
経
験
し
た
広
島
藩
を
中
心
に
、
農
兵
と
諸

隊
の
差
異
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
身
分
制
社
会
の
中
で
、
百
姓
が
何
を
目
的
と
し
て
「
武
」
に
参
画
し
て



い
っ
た
の
か
、
ま
た
、
藩
は
彼
ら
に
何
を
期
待
し
た
の
か
検
討
し
た
い
。 

 

九
、
中
央
教
育
審
議
会
・
第
二
六
特
別
委
員
会
中
間
報
告
「
高
等
教
育
の
改
革
に
関
す
る
基
本
構
想
」
と
国

立
大
学
法
人
化
構
想 

広
島
大
学
七
十
五
年
史
編
纂
室 

石
田 

雅
春 

平
成
一
六
年
四
月
に
実
施
さ
れ
た
国
立
大
学
法
人
化
は
、
小
泉
純
一
郎
首
相
が
進
め
た
聖
域
な
き
構
造

改
革
の
一
環
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
国
立
大
学
を
法
人
化
す
る
と
い
う
構
想
は
、
中

央
教
育
審
議
会
が
昭
和
四
六
年
六
月
に
発
表
し
た
「
今
後
に
お
け
る
学
校
教
育
の
総
合
的
な
拡
充
整
備
の

た
め
の
基
本
的
施
策
に
つ
い
て
（
答
申
）」（
通
称
、
四
六
答
申
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
の
が
最
初
の
事
例

で
あ
る
。 

四
六
答
申
に
つ
い
て
は
各
方
面
か
ら
批
判
の
声
が
上
が
り
、
そ
の
提
言
は
ほ
と
ん
ど
が
実
現
し
な
か
っ

た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
直
ち
に
実
行
に
移
さ
れ
な
く
て
も
、
期
間
を
お
い
て
か
ら
採
用
さ

れ
た
提
言
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
四
六
答
申
の
基
と
な
っ
た
第
二
六
特
別
委
員
会
中
間
報

告
「
高
等
教
育
の
改
革
に
関
す
る
基
本
構
想
」
の
形
成
過
程
を
分
析
し
、
法
人
化
構
想
が
登
場
し
た
経
緯
を

明
ら
か
に
す
る
。 

な
お
、
中
間
報
告
が
策
定
さ
れ
た
昭
和
四
五
年
は
、
折
し
も
大
学
紛
争
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
も
本
報
告
で
は
留
意
し
た
い
。 

 

西
洋
史
部
会 

一
、 

共
和
政
末
期
ロ
ー
マ
に
お
け
る
政
治
⽂
化—hostis

宣
⾔
の
分
析
を
通
じ
て— 

広
島
⼤
学 

持
⽥ 

歩 

 
hostis

宣
⾔
と
は
共
和
政
末
期
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
有
⼒
政
治
家
が
⾃
ら
の
政
敵
を
「hostis

＝
公

敵
」
と
し
、
そ
の
排
除
を
狙
っ
て
使
⽤
さ
れ
た
元
⽼
院
決
議
で
あ
る
。
宣
⾔
さ
れ
た
者
は
法
の
保
護
の
外

に
置
か
れ
、
殺
害
を
許
可
さ
れ
た
。
共
和
政
期
に
お
い
て
は
、
前
八
八 

年
の
ス
ッ
ラ
に
よ
る
最
初
の
事

例
を
⽪
切
り
に
、
前
四
〇
年
の
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
に
よ
る
事
例
ま
で
繰
り
返
し
⽤
い
ら
れ
た
。
こ
の
宣

⾔
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
研
究
と
し
てAllèly(

二
〇
一
二)

が
あ
る
が
、
⽒
は
宣
⾔
そ
の
も
の
の
性
質
・

整
理
を
主
眼
に
し
て
お
り
、
宣
⾔
過
程
に
お
け
る
有
⼒
政
治
家
の
⾔
動
の
意
図
や
、
宣
⾔
か
ら
伺
え
る
当

該
時
期
の
政
治
⽂
化
に
つ
い
て
は
⼗
分
に
検
討
し
て
い
な
い
。 



 
本
発
表
で
は
宣
⾔
の
詳
細
な
分
析
を
通
じ
て
、
宣
⾔
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
た
有
⼒
政
治
家
は
元 

⽼
院
決
議
を
通
じ
て
そ
の
権
威
を
利
⽤
し
つ
つ
市
⺠
と
元
⽼
院
双
⽅
を
注
視
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
⾃
ら
の
政
敵
をhostis

と
し
、
暴
⼒
の
使
⽤
を
正
当
化
す
る
政
治
⽂
化
が
構
築
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
論
ず
る
。 

 

ニ
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
と
コ
イ
ン
に
よ
る
自
己
宣
伝
戦
略  

広
島
⼤
学 

今 

雪
乃 

 

他
に
類
を
見
な
い
多
様
な
デ
ザ
イ
ン
を
持
つ
古
代
ロ
ー
マ
の
コ
イ
ン
は
、
公
職
者
や
皇
帝
に
よ
っ
て
自
己

宣
伝
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
後
に
初
代
ロ
ー
マ
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
な
る
オ
ク
タ

ウ
ィ
ア
ヌ
ス
も
例
外
で
は
な
く
、
コ
イ
ン
に
描
く
デ
ザ
イ
ン
や
銘
を
重
要
視
し
て
い
た
。  

 
Robert Newman

は
一
九
九
〇
年
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
コ
イ
ン
を
比
較
し
た
研
究

を
発
表
し
た
。
彼
は
コ
イ
ン
を
通
じ
た
両
者
の
対
話
を
取
り
あ
げ
、
前
四
三
年
の
協
定
は
表
面
的
な
も
の
に

過
ぎ
ず
、
常
に
互
い
を
出
し
抜
く
機
会
を
伺
っ
て
い
た
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
前
三
五
年

か
ら
前
三
二
年
の
間
、
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
は
一
枚
も
コ
イ
ン
を
造
幣
し
て
い
な
い
。
こ
の
期
間
は
ア
ン
ト

ニ
ウ
ス
と
の
戦
争
に
踏
み
切
る
準
備
段
階
で
あ
り
、
市
民
や
軍
隊
の
支
持
を
最
も
欲
し
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
本
発
表
で
は
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ヌ
ス
の
コ
イ
ン
に
よ
る
自
己
宣
伝
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
オ
ク
タ
ウ
ィ

ア
ヌ
ス
と
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
関
係
性
や
当
時
の
社
会
状
況
な
ど
か
ら
、Ne

wman

が
触
れ
て
い
な
い
空
白
期

間
の
意
味
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
。 

 

三
、
ケ
ル
ト
人
侵
略
と
ポ
リ
ス
の
記
憶―

ア
テ
ナ
イ
を
事
例
と
し
て―

 

京
都
府
立
大
学 

酒
嶋 

恭
平 

 

ケ
ル
ト
人
の
ギ
リ
シ
ア
到
来
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
明
の
確
立
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ケ
ル
ト
人

と
い
う
ペ
ル
シ
ア
に
代
わ
る
「
新
た
な
蛮
族
」
に
対
す
る
戦
勝
に
よ
り
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
エ
ー
ゲ
海
域

で
勢
力
を
得
た
ア
イ
ト
リ
ア
連
邦
や
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
王
朝
と
い
っ
た
政
治
主
体
は
「
文
明
の
守
護
者
」
と
し
て

自
己
表
象
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
理
解
は
古
代
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
表
象
の

ご
く
一
部
を
捉
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
近
年
の
研
究
は
、
ケ
ル
ト
人
に
関
す
る
古
代
の
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
を
相
対

化
し
、
様
々
な
次
元
に
お
け
る
ケ
ル
ト
人
表
象
や
そ
れ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
想
に
果

た
し
た
役
割
を
問
い
直
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
本
報
告
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
を
事
例
と



し
て
ポ
リ
ス
・
レ
ベ
ル
で
の
ケ
ル
ト
人
侵
略
の
記
憶
の
在
り
様
を
検
討
す
る
。
ア
テ
ナ
イ
は
前
二
七
九
年
に

テ
ル
モ
ピ
ュ
ラ
イ
に
て
ケ
ル
ト
人
と
交
戦
し
、
敗
北
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
戦
い
に
関
与
し
た
将
軍
や
戦
士

は
後
に
ア
テ
ナ
イ
で
顕
彰
さ
れ
た
。
そ
の
名
誉
に
関
す
る
証
言
を
手
掛
か
り
に
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
ケ
ル

ト
人
表
象
と
そ
の
同
時
代
的
意
義
を
検
討
し
た
い
。 

 

四
、
近
代
揺
籃
期
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
の
都
市
へ
の
移
民
と
開
か
れ
た
ギ
ル
ド 

 
−

絹
織
物
ギ
ル
ド
の
徒
弟
契
約(

一
七
八
二-

一
八
二
四)

と
司
教
区
婚
姻
記
録
の
交
差
か
ら− 

慶
應
義
塾
大
学 

山
道 

佳
子 

 

近
代
化
の
過
程
で
移
民
が
都
市
人
口
増
大
の
決
定
的
要
因
と
な
っ
た
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
。
加
え
て

近
年
の
ギ
ル
ド
研
究
は
、
ギ
ル
ド
の
徒
弟
制
度
が
市
外
か
ら
の
移
民
の
受
け
入
れ
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
当
該
時
期
の
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
に
お
い
て
も
、
人
口
の
半
数
以
上
が
市
外

か
ら
の
流
入
者
で
、
ギ
ル
ド
の
徒
弟
の
六
〇
〜
八
〇
％
は
市
外
出
身
者
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
移
民

の
流
入
後
の
実
態
を
示
す
史
料
の
欠
如
か
ら
、
彼
ら
の
産
業
化
へ
の
貢
献
や
、
他
地
域
へ
の
技
術
伝
播
に
お

け
る
役
割
を
実
証
的
に
示
す
こ
と
は
で
き
て
こ
な
か
っ
た
。
本
研
究
で
は
同
市
絹
織
物
ギ
ル
ド
の
徒
弟
九

三
六
人
の
デ
ー
タ
と
司
教
区
婚
姻
記
録
の
交
差
か
ら
、
市
外
出
身
の
徒
弟
の
結
婚
時
の
居
住
地
と
職
業
、
経

済
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
多
く
の
移
民
を
送
り
出
し
た
村
の
事
例
の
質
的
分
析
を
通
し
て
、
徒
弟
の

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
中
で
の
移
動
と
い
う
観
点
か
ら
、
都
市
へ
の/

か
ら
の
移
動
に
お
け
る
ギ
ル
ド
の
役
割

を
検
討
す
る
。（
本
報
告
は
バ
ル
セ
ロ
ー
ナ
大
学
研
究
グ
ル
ー
プTI

G

で
の
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。） 

 

五
、 

イ
ギ
リ
ス
自
治
領
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
学
校
教
育
と
身
体
鍛
錬―

オ
ン
タ
リ
オ
州
を
事
例
に―

 

九
州
大
学 

松
本 

大
輝 

 

英
帝
国
史
研
究
で
は
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
の
帝
国
思
想
の
伝
播
と
帝
国
全
体
の
紐
帯
形
成
に
際
し
、
パ

ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー
ル
（PS

）
教
育
の
果
た
し
た
役
割
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
「
帝
国
の
忠
実
な
る

長
女
」
と
言
わ
れ
る
カ
ナ
ダ
・
ド
ミ
ニ
オ
ン
の
場
合
、PS

模
倣
校
の
設
立
と
と
も
に
、
そ
こ
で
教
育
を
受

け
た
青
年
男
子
が
ボ
ー
ア
戦
争
や
第
一
次
世
界
大
戦
に
率
先
し
て
従
軍
す
る
光
景
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
事

実
は
、当
時
の
英
帝
国
に
お
け
るPS

教
育
の
浸
透
と
規
律
化
さ
れ
た
身
体
と
の
連
関
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
らPS

な
ら
び
に
模
倣
校
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
検
討
し
た
研
究

は
い
ま
だ
少
な
い
。
そ
こ
で
本
報
告
で
は
、
一
九/

二
〇
世
紀
転
換
期
に
オ
ン
タ
リ
オ
州
のPS

模
倣
校
で
実



践
さ
れ
た
「
身
体
鍛
錬
」
に
着
目
し
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
教
科
書
や
レ
ビ
ュ
ー
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
カ

ナ
ダ
・
ド
ミ
ニ
オ
ン
に
お
け
る
教
育
と
規
律
化
さ
れ
た
身
体
、
な
ら
び
に
帝
国
思
想
や
カ
ナ
ダ
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
の
連
関
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
英
帝
国
史
の
再
考
を
図
り
た
い
。 

 

六
、 

ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
ナ
チ
期
の
ド
イ
ツ
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
再
考―

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら 

広
島
大
学 

長
田 

浩
彰 

報
告
者
は
、
基
盤

B

に
よ
る
一
九
世
紀
北
米
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
起
源
を
探
る
共
同
研
究
の
分
担
者
と
し

て
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
内
で
の
対
立
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
同

研
究
で
得
ら
れ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
共
通
認
識
は
、
「
自
ら
を
『
人
民
』(

ピ
ー
プ
ル)

と
称
す
る
人
々
が
、

利
己
的
で
反
民
主
的
で
反
道
徳
的
で
あ
る
と
み
な
す
『
既
得
権
益
層
』（
エ
リ
ー
ト
あ
る
い
は
エ
ス
タ
ブ
リ

ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
）
に
対
し
て
発
す
る
怒
り
の
言
葉/

そ
れ
を
表
現
し
た
政
治
思
想/

政
治
ス
タ
イ
ル/

政
治
運

動
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
エ
リ
ー
ト
と
人
民
と
を
二
項
対
立
で
位
置
づ
け
て
人
々
を
動
員

し
て
い
く
単
純
な
構
図
を
特
徴
と
す
る
の
で
、
そ
れ
が
発
生
し
た
地
域
と
時
代
の
状
況
に
適
合
す
る
た
め
、

様
々
な
要
素
を
そ
の
中
に
吸
収
で
き
、
左
右
両
派
が
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
け
て
利
用
し
て
い

る
。
本
報
告
で
は
、
ワ
イ
マ
ル
期
か
ら
ナ
チ
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
・
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
、
ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人

社
会
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
再
考
し
て
み
た
い
。 

 

七
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
準
州
に
お
け
る
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
を
め
ぐ
る
政
策
の
変
容 

—

現
代
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ア
ー
ト
実
践
に
関
す
る
予
備
的
研
究— 

大
阪
大
学 

杉
山 

暁
子 

 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
準
州
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
、
年
間
平
均
一
四
〇
万
人
が

訪
れ
た
。
大
半
は
国
内
観
光
客(

七
五
％)

で
、
残
り(

二
五
％)

は
海
外
か
ら
の
観
光
客
で
あ
っ
た

(Australia Bureau of Statistics)

。
カ
カ
ド
ゥ
国
立
公
園
を
主
な
訪
問
先
と
す
る
観
光
業
は
、
北
部

準
州
の
経
済
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
北
部
準
州
は
ア
ー
ト
が
先
住
民
の
⼟
地
権
回
復
の
象
徴

と
さ
れ
た
⼟
地
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
ダ
ー
ウ
ィ
ン
・
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
が
開
催
さ
れ
、

先
住
民
に
よ
る
ア
ー
ト
振
興
の
一
端
を
表
象
す
る
都
市
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
娯
楽
性
と
多
様
性
を
象

徴
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
ア
ボ
リ
ジ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
の
実
践
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
形
成
さ
れ
て
き
た

の
か
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
一
九
四
二-

四
三
年
の
日
本
に
よ
る
爆
撃
、
二
〇
〇
六
年
以
降
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ



ロ
ン
ト
再
開
発
を
経
て
、
国
内
観
光
客
の
保
養
地
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
先
住
民
の
ア
ー
ト
実

践
と
政
策
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
は
限
ら
れ
て
い
る
。 

 

本
発
表
で
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
諸
実
践
の
様
態
と
そ
の
変
化
か
ら
見
え
る
ア

ボ
リ
ジ
ナ
ル
・
ア
ー
ト
を
め
ぐ
る
政
策
の
特
徴
に
つ
い
て
報
告
す
る
。 

 

東
洋
史
部
会 

一
、
「
ド
イ
ツ
商
」
遠
東
鋼
絲
布
廠
（Far East Card Mfg. Co.

）
に
つ
い
て 

島
根
大
学 

富
澤
芳
亜 

遠
東
鋼
絲
布
廠
は
、
一
九
三
〇
年
八
月
一
日
に
ド
イ
ツ
人
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
カ
イ
ザ
ー
（Eri

ch
 

Kayser

）
と
陳
緯
千
が
上
海
で
創
業
し
た
中
国
最
初
の
針
布
製
造
企
業
で
あ
り
、
同
社
は
、
中
華
人
民
共

和
国
の
建
国
時
に
お
い
て
も
中
国
唯
一
の
針
布
工
場
だ
っ
た
。
針
布(Car

d)

と
は
、
綿
糸
や
毛
糸
の
製
造

に
必
須
の
重
要
部
品
で
あ
る
。
国
民
政
府
も
針
布
の
重
要
性
を
理
解
し
て
お
り
、
第
二
次
大
戦
終
結
直
後

に
、
同
社
を
ド
イ
ツ
の
ア
ー
ヘ
ン
で
「
純
粋
の
ド
イ
ツ
企
業
」
と
し
て
設
立
さ
れ
、
上
海
に
工
場
を
構
え

た
「
敵
偽
産
」
と
み
な
し
て
接
収
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
イ
ザ
ー
と
陳
は
、
同
社
の
所
有
権
の
確
認

を
求
め
る
民
事
裁
判
を
起
こ
し
て
、
国
民
政
府
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
。
本
報
告
で
は
こ
の
裁
判
記
録
を

用
い
て
、
一
九
三
〇
～
四
八
年
の
同
社
の
活
動
を
解
明
す
る
。
こ
れ
ま
で
近
現
代
の
中
国
に
お
け
る
紡
織

機
器
や
部
品
の
自
給
過
程
に
係
わ
る
研
究
で
は
、
日
本
、
中
で
も
在
華
紡
の
影
響
力
の
大
き
さ
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
。
本
報
告
に
よ
り
、
中
国
の
紡
織
機
器
の
自
給
過
程
に
お
け
る
ド
イ
ツ
企
業
の
影
響
と
い
う
新

た
な
一
面
を
明
ら
か
に
で
き
よ
う
。 

 

二
、
近
代
的
刑
法
典
制
定
後
の
中
国
に
お
け
る
刑
事
裁
判 

―

一
九
三
五
年
刑
法
の
保
安
処
分
規
定
を
め
ぐ
る
動
向
を
中
心
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
大
学 

久
保
茉
莉
子 

本
報
告
は
一
九
三
五
年
刑
法
施
行
後
の
中
国
に
お
け
る
保
安
処
分
を
め
ぐ
る
議
論
と
刑
事
司
法
の
実
情

を
分
析
す
る
こ
と
で
、
清
末
民
国
期
に
進
め
ら
れ
た
近
代
的
法
典
編
纂
事
業
の
意
味
を
検
討
す
る
も
の
で

あ
る
。
国
民
政
府
の
下
で
一
九
三
五
年
に
公
布
・
施
行
さ
れ
た
中
華
民
国
刑
法
（
一
九
三
五
年
刑
法
）
は
、

清
末
に
始
ま
る
近
代
的
法
典
編
纂
事
業
の
一
つ
の
成
果
で
あ
り
、
近
現
代
中
国
に
お
け
る
刑
事
法
の
変
遷

を
見
て
い
く
際
、
決
し
て
無
視
で
き
な
い
刑
法
典
で
あ
る
。
そ
し
て
保
安
処
分
の
創
設
は
、
同
法
制
定
時
の



重
要
な
特
徴
と
し
て
先
行
研
究
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
九
三
五
年
刑
法
施
行
後
の
保

安
処
分
の
運
用
状
況
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
刑
法
典
中
に
保
安
処
分
が
規
定
さ
れ
た
こ
と

が
中
国
社
会
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
報

告
で
は
、
国
史
館
（
台
北
）
や
上
海
市
檔
案
館
所
蔵
の
文
書
類
、
『
司
法
院
解
釈
彙
編
』
、
『
司
法
統
計
』
、

そ
の
他
当
時
出
版
さ
れ
た
書
籍
や
雑
誌
等
を
史
料
と
し
、
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
の
中
国
に
お
け
る
保
安

処
分
を
め
ぐ
る
議
論
や
、
保
安
処
分
の
執
行
状
況
を
含
む
刑
事
司
法
の
実
態
を
分
析
す
る
。 

 

三
、
戦
後
台
湾
の
司
法
権
独
立
を
め
ぐ
る
政
治
的
対
立 

一
九
六
〇―

一
九
六
四 

東
京
経
済
大
学 

吉
見
崇 

 

中
国
共
産
党
と
の
内
戦
に
敗
れ
た
中
華
民
国
政
府
は
、
一
九
四
九
年
に
台
湾
へ
敗
走
し
た
。
戦
後
台
湾
政

治
で
は
、
中
国
国
民
党
の
「
改
造
」
な
ど
に
よ
っ
て
独
裁
的
な
面
が
強
ま
っ
て
い
く
が
、
中
華
民
国
の
統
治

体
制
は
一
九
四
七
年
に
中
国
大
陸
で
公
布
・
施
行
さ
れ
た
中
華
民
国
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち

戦
後
台
湾
政
治
は
、
独
裁
的
な
潮
流
と
憲
政
（
民
主
）
的
な
潮
流
が
拮
抗
し
な
が
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
た

だ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
一
九
六
〇
年
の
蔣
介
石
総
統
三
選
と
、
そ
れ
に
抗
う
雷
震
ら
の
勢
力
が
『
自

由
中
国
』
事
件
に
よ
っ
て
壊
滅
的
打
撃
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
一
九
六
〇
年
代
台
湾
政
治
で
は
、
憲
政
（
民

主
）
的
潮
流
が
完
全
に
伏
流
し
た
、
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
本
報
告
は
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
、
一
九

六
〇
年
代
に
お
い
て
も
中
華
民
国
憲
法
体
制
の
運
用
が
一
定
程
度
機
能
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
司
法
権
の
独
立
を
め
ぐ
り
、
中
華
民
国
憲
法
体
制
を
構
成
す
る
諸
機
関

が
い
か
な
る
論
争
や
ど
の
よ
う
な
対
立
、
合
意
を
し
た
の
か
、
そ
の
政
治
過
程
を
分
析
す
る
。 

 

四
、
琉
明
関
係
史
に
お
け
る
久
米
村
人
の
活
動
と
久
米
村
内
の
職
制―

久
米
村
家
譜
を
中
心
に―

 

広
島
大
学 

白
石
廣
太
郎 

海
域
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
中
継
貿
易
に
よ
る
繁
栄
を
享
受
し
た
琉
球
に
と
っ
て
、
朝
貢
を
含
む
外
交

が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
久
米
村
人
が
外
交
文
書
の
作
成
等
に
も
携
わ

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
久
米
村
は
琉
明
関
係
史
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
久
米
村
人
た
ち
が
如
何
な
る
形
で
明
朝
へ
の
進
貢
に
関
与
し
て
い
た
か
、
そ
し
て
久

米
村
内
に
如
何
な
る
職
制
が
敷
か
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
彼
ら
の
家
譜
史
料
を
主
な
分
析
史
料
と
し
て
、
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世



紀
半
ば
に
か
け
て
、
久
米
村
内
に
お
い
て
正
議
大
夫
・
通
事
・
長
史
な
ど
の
役
職
に
就
任
し
た
久
米
村
姓
の

人
物
に
つ
い
て
、
包
括
的
に
デ
ー
タ
を
集
成
し
た
上
で
、
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
昇
進
の
過
程
を
辿
っ
た
の
か

を
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
久
米
村
の
姓
の
中
で
、
正
議
大
夫
と
い
っ
た
高
位
の
役
職
に
就
任
す
る

者
の
多
い
有
力
姓
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、
一
六
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
朝
貢
体
制
が

弛
緩
す
る
に
伴
い
、
進
貢
業
務
以
外
に
も
関
与
す
る
久
米
村
人
た
ち
が
出
現
し
た
。
こ
の
よ
う
に
急
激
に
変

化
す
る
国
際
情
勢
の
中
で
、
久
米
村
人
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

五
、「
ベ
ト
ナ
ム
漢
喃
研
究
院
・
国
家
図
書
館
所
蔵
家
譜
」
の
作
成
と
分
析 

大
阪
大
学 

趙
浩
衍 

ベ
ト
ナ
ム
家
譜
は
、
中
国
の
宗
譜
、
朝
鮮
の
族
譜
、
琉
球
の
家
譜
と
並
ん
で
、
当
時
の
家
族
制
度
を
分
析
す

る
た
め
の
家
系
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
人
類
学
で
は
、
中
国
と
は
異
な
り
、
東 

南
ア
ジ
ア
と
親
縁
性
を
持
つ
家
族
制
度
を
表
す
史
料
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
歴
史
学
で
は
、
ベ

ト
ナ
ム
家
譜
に
当
時
の
政
治
・
社
会
に
関
わ
る
多
様
な
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
史
料
の
制
約 

を
乗
り
越
え
る
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
利
用
実
態
は
関
心
部
分
の
抜
粋
利
用
に
留
ま
り
、

特
定
の
階
層
・
時
代
や
地
域
に
限
ら
れ
て
お
り
、
全
体
を
俯
瞰
す
る
研
究
は
な
か
っ
た
。
報
告
者
は
１
年
間

ハ
ノ
イ
に
滞
在
し
、
ベ
ト
ナ
ム
漢
喃
研
究
院
と
国
家
図
書
館
所
蔵
の
家
譜
、
合
計
三
三
〇
件
の
実
物
を
一
つ

一
つ
確
認
し
、
目
録
を
作
成
し
た
。
統
計
分
析
か
ら
、
漢
喃
研
究
院
等
が
所
蔵
す
る
家
譜
は
、
ハ
ノ
イ
と
そ

の
周
辺
地
域
の
阮
朝
成
立
（
一
八
〇
二
）
以
前
か
ら
儒
教
官
僚
（
進
士
・
郷
貢
）
を
輩
出
し
た
超
エ
リ
ー
ト

層
が
、
主
に
一
九
世
紀
中
葉
以
降
に
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。 

 

六
、
宋
元
時
代
に
お
け
る
顔
真
卿
評
価
を
め
ぐ
っ
て 

東
北
文
教
大
学 

津
坂
貢
政 

 

熊
本
県
立
美
術
館
所
蔵
の
「
司
馬
光
勅
授
告
身
」（
告
身
は
任
官
通
知
書
の
こ
と
）
は
、
こ
れ
が
北
宋
の

宰
相
と
し
て
、
ま
た
『
資
治
通
鑑
』
の
編
者
と
し
て
著
名
な
司
馬
光
（
一
〇
一
九
～
八
六
）
の
告
身
で
あ
る

こ
と
、
さ
ら
に
前
近
代
中
国
を
代
表
す
る
文
人
の
一
人
で
も
あ
る
蘇
軾
（
一
〇
三
七
～
一
一
〇
一
）
の
署
名

が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
価
値
を
よ
り
一
層
高
め
て
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
る
。 

そ
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
宋
代
の
肉
筆
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
書
道
史
研
究
の
資
料
と
し
て
、
ま

た
元
豊
官
制
改
革
以
前
に
お
け
る
官
僚
の
辞
令
書
の
現
存
唯
一
の
例
と
し
て
文
書
研
究
の
資
料
と
し
て
注



目
さ
れ
て
き
た
。 

報
告
者
は
か
つ
て
熊
本
県
立
美
術
館
を
訪
れ
、
こ
の
告
身
の
本
紙
部
分
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
続
く
跋
文
・

款
識
や
箱
書
き
に
至
る
ま
で
を
網
羅
的
に
参
観
す
る
僥
倖
に
恵
ま
れ
た
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
告

身
が
い
か
な
る
経
路
を
辿
っ
て
日
本
の
熊
本
に
伝
わ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
報
告
で
は

そ
の
具
体
的
な
内
容
を
、
当
時
の
日
本
が
中
国
の
古
文
物
を
努
め
て
購
入
・
収
集
し
た
時
代
的
背
景
と
合
せ

て
考
察
す
る
。 

 

七
、
石
窟
題
記
銘
文
か
ら
み
る
北
宋
西
北
地
域
の
蕃
部 

日
本
大
学 

伊
藤
一
馬 

北
宋
の
西
北
地
域
（
現
在
の
中
国
陝
西
省
・
甘
粛
省
・
寧
夏
回
族
自
治
区
）
は
、
西
夏
と
の
境
界
地
域

で
あ
り
、
ま
た
軍
事
前
線
地
域
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
に
は
蕃
部
と
総
称
さ
れ
る
タ
ン
グ
ト
・
チ
ベ
ッ

ト
系
の
集
団
が
散
居
し
て
い
た
。
彼
ら
は
北
宋
に
と
っ
て
重
要
な
軍
事
力
の
供
給
源
で
あ
り
、
北
宋
は

種
々
の
優
遇
措
置
を
講
じ
て
彼
ら
を
繋
ぎ
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
西
北
地
域
に
お
け
る
蕃

部
の
実
態
を
窺
い
得
る
資
料
と
し
て
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
現
地
に
多
く
残
る
宋
代
の
石
窟
題
記

銘
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
北
宋
軍
事
力
の
一
翼
を
担
う
蕃
部
に
よ
る
石
窟
の
開
鑿
、
仏
像
の
奉
納
や
寄

進
な
ど
に
関
わ
る
銘
文
が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
報
告
で
は
、
こ
れ
ら
石
窟
題
記
銘
文
を
利
用
し
て
、
蕃
部

と
軍
事
・
仏
教
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
、
こ
う
し
た
活
動
を
可
能
と
し
た
蕃
部
の
経
済
力
に
つ
い
て
も
言

及
し
、
北
宋
西
北
地
域
に
お
け
る
蕃
部
の
実
相
に
迫
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。 

 

考
古
学
部
会 

一
、
神
石
高
原
町
無
袖
横
穴
式
石
室
墳
の
調
査
成
果 

広
島
大
学 

舩
越 

雅
子 

広
島
大
学 

磯
田 

あ
ゆ
み 

広
島
県
神
石
高
原
町
に
は
か
つ
て
四
十
基
ほ
ど
の
無
袖
横
穴
式
石
室
墳
が
所
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
の
古
墳
は
未
調
査
の
ま
ま
、
す
で
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
広
島
大
学
考
古
学

研
究
室
は
二
〇
二
〇
年
度
よ
り
、
無
袖
横
穴
式
石
室
墳
の
測
量
（
猿
ケ
馬
場
古
墳
群
、
芸
人
山
古
墳
群
、

下
広
石
古
墳
群
）
お
よ
び
出
土
・
表
採
遺
物
の
資
料
紹
介
（
高
蓋
塚
谷
古
墳
、
猿
ケ
馬
場
古
墳
群
、
中
山

四
ツ
塚
古
墳
群
）
を
行
っ
て
き
た
。
一
連
の
調
査
に
よ
り
、
築
造
時
期
が
お
よ
そ
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世

紀
前
半
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
一
部
の
古
墳
は
吉
備
に
お
け
る
鍛
冶
技
術
集
団
と
関
連
の
深
い



瓢
形
環
状
鏡
板
付
轡
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。 

本
報
告
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
に
つ
い
て
の
ま
と
め
を
行
う
と
と
も
に
、
備
後
北
部
地
域
に
お

け
る
無
袖
横
穴
式
石
室
墳
の
築
造
状
況
の
把
握
や
他
地
域
に
お
け
る
無
袖
横
穴
式
石
室
墳
と
の
比
較
を
通

し
て
、
そ
の
築
造
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

二
、
古
代
安
芸
国
と
「
長
者
山
城
」 

広
島
大
学 

西
別
府 

元
日 

二
〇
二
四
年
一
月
、
古
代
山
城
研
究
会
の
向
井
一
雄
氏
に
よ
っ
て
、
前
年
春
頃
か
ら
風
聞
し
て
い
た
広
島

市
安
佐
北
区
・
安
芸
区
と
東
広
島
市
の
境
界
部
に
所
在
す
る
長
者
山
西
方
の
無
名
峰
が
、
古
代
山
城
で
は
な

い
か
と
す
る
報
告
会
が
東
広
島
市
志
和
町
西
志
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
。
今
後

の
本
格
的
調
査
を
と
も
な
う
考
古
学
的
検
証
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
神
籠
石
系
山
城
（
こ
う
し
た
区
分
さ
え

今
後
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
）
と
し
て
確
定
さ
れ
れ
ば
、
十
七
番
目
の
遺
跡
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
組
織
的
か
つ
綿
密
な
調
査
を
中
軸
と
し
た
長
い
時
間
が
必
要
と
な
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

比
較
的
遺
構
や
遺
物
さ
ら
に
は
伝
承
な
ど
も
、
顕
著
・
豊
富
で
あ
っ
た
岡
山
県
総
社
市
の
「
鬼
城
山
」（
鬼

ノ
城
）
で
も
、
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
、
本
格
的
に
考
古
学
的
検
証
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
国

指
定
史
跡
と
な
る
（
一
九
八
六
年
三
月
）
ま
で
一
〇
年
ほ
ど
の
歳
月
が
ほ
ど
の
歳
月
が
つ
い
や
さ
れ
た
（
ほ

ぼ
同
時
期
に
「
発
見
」
さ
れ
た
愛
媛
県
西
条
市
の
永
納
山
城
跡
は
二
八
年
を
要
し
た
）
が
、
い
ま
だ
、
そ
の

足
が
か
り
さ
え
希
薄
な
「
長
者
山
城
」
の
場
合
は
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
以
上
の
時
間
が
、
必
要
な
の
で
は
な

い
か
と
危
惧
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。 

 

本
報
告
で
は
、
こ
の
三
〇
年
近
く
の
古
代
山
城
に
か
か
わ
る
調
査
・
研
究
と
と
も
に
進
展
し
て
き
た
、
律

令
国
家
成
立
期
（
七
世
紀
中
葉
か
ら
八
世
紀
前
半
）
の
地
方
「
行
政
」
組
織
に
か
わ
る
文
献
史
学
の
立
場
か

ら
、
交
通
路
や
「
安
芸
国
」
の
地
域
的
特
質
を
考
察
し
な
が
ら
、「
長
者
山
城
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き

た
い
。 

 

三
、
茨
城
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
経
過
と
考
え
方
に
つ
い
て 

福
山
市
経
済
環
境
局
文
化
観
光
振
興
部
文
化
振
興
課 

榊 

拓
敏 

「
続
日
本
紀
」
養
老
三
年
（
七
一
九
年
）
一
二
月
戊
戌
（
一
五
日
）
条
に
、「
備
後
国
安
那
郡
茨
城
葦
田

郡
常
城
停
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
備
後
国
安
那
郡
（
現
在
の
福
山
市
神
辺
町
一
帯
）
に
茨
城
が
、
葦
田
郡
（
福

山
市
新
市
町
か
ら
府
中
市
一
帯
）
に
は
常
城
が
置
か
れ
、
こ
の
両
城
を
停
止
（
廃
止
）
し
た
と
の
記
録
が
あ



る
。 

 
茨
城
の
所
在
地
に
つ
い
て
は
、
以
前
か
ら
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
て
き
た
。
蔵
王
山
と
す
る
説
、
神
辺
町

湯
田
と
す
る
説
、
加
茂
町
北
山
と
す
る
説
、
井
原
市
と
す
る
説
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
備
陽
史
探
訪
の

会
が
、
古
代
山
城
研
究
会
の
協
力
を
得
て
、
加
茂
町
北
山
芋
原
に
所
在
す
る
「
オ
オ
ス
キ
」
の
実
査
調
査
を

行
っ
た
。
こ
の
調
査
に
よ
り
、
古
代
山
城
に
特
有
の
内
托
式
土
塁
が
芋
原
の
外
周
を
断
続
的
に
巡
っ
て
お
り

（
広
瀬
交
流
館
を
囲
む
全
長
約2.5
㎞
）、古
代
山
城
茨
城
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
の
考
え
が
示
さ
れ
た
。 

 

本
市
と
し
て
、
こ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
加
茂
町
北
山
芋
原
に
所
在
す
る
遺
構
が
、
本
当
に
古
代
山
城

の
も
の
で
あ
る
の
か
、
専
門
家
の
意
見
も
い
た
だ
き
、
ま
た
県
内
の
他
の
古
代
山
城
と
の
比
較
調
査
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
古
代
の
東
ア
ジ
ア
を
巻
き
込
む
激
動
の
中
に
、
本
市
も
位
置
づ
い
て
い
た
こ

と
を
示
す
貴
重
な
遺
跡
と
し
て
、
将
来
へ
の
保
存
に
向
け
こ
の
研
究
会
を
好
機
と
捉
え
、
取
り
組
み
に
つ
な

げ
て
い
く
。 

 

四
、
常
城
の
調
査
保
存
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題 ―

推
定
地
で
の
調
査
を
振
り
返
っ
て―

 

府
中
市
教
育
委
員
会
教
育
政
策
課
文
化
財
室 

磯
久 

容
子 

『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
の
条
に
記
述
の
あ
る
「
常
城
」
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
み
え
る
葦
田
郡
都
禰

郷
の
地
名
か
ら
、
福
山
市
新
市
町
常
を
含
む
範
囲
に
所
在
し
た
と
考
え
ら
れ
、
備
後
国
府
の
背
後
に
そ
び
え

る
、
新
市
町
常
か
ら
府
中
市
本
山
町
の
亀
ヶ
岳
一
帯
に
、
そ
の
所
在
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

推
定
地
で
は
、
昭
和27

年
に
府
中
高
校
の
豊
元
国
教
諭
に
よ
る
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
以
降
、
研
究
者

や
地
元
住
民
・
自
治
体
が
探
索
し
て
き
た
が
、
古
代
山
林
寺
院
青
目
寺
跡
や
七
つ
池
（
灌
漑
用
溜
池
）
が
所

在
す
る
な
ど
後
世
の
改
変
も
あ
り
、
い
ま
だ
明
確
な
遺
構
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

近
年
、
古
代
山
城
研
究
会
の
踏
査
に
よ
っ
て
、
亀
ヶ
岳
の
山
頂
尾
根
か
ら
七
つ
池
を
取
り
囲
む
城
壁
線

[

脇
坂
説]

を
中
心
と
し
た
場
所
で
、
土
堤
状
・
土
段
状
土
塁
等
が
確
認
さ
れ
、
令
和
５
年
に
新
た
な
知
見
と

し
て
踏
査
成
果
が
発
表
さ
れ
た
。 

 

将
来
的
に
は
発
掘
調
査
に
よ
る
確
認
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
新
し
い
知
見
に
併
せ
て
、
府
中

市
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
試
掘
調
査
成
果
を
報
告
し
、
常
城
の
解
明
に
向
け
た
検
討
材
料
と
し
た
い
。 

 

五
、
長
者
山
城
跡
の
調
査
保
存
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題 

東
広
島
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
文
化
課 

石
垣 

敏
之 



長
者
山
城
跡
は
、
東
広
島
市
志
和
町
奥
屋
と
広
島
市
安
芸
区
・
安
佐
北
区
の
市
境
に
位
置
す
る
。
こ
の
遺

跡
は
、『
芸
藩
通
志
』
の
奥
屋
村
絵
図
に
「
長
者
屋
敷
跡
」
と
し
て
石
門
と
考
え
ら
れ
る
遺
構
が
描
か
れ
て

お
り
、
既
に
江
戸
時
代
に
は
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
、『
賀
茂
郡
史
－
原
始
古
代
研
究
編
－
』
で
飯
田
米
秋
氏

が
「…

他
県
の
古
代
山
城
の
石
組
み
に
よ
く
似…

」
と
指
摘
す
る
も
の
の
“
古
代
山
城
”
と
し
て
の
研
究
に

は
発
展
し
な
か
っ
た
。 

 

近
年
、
赤
色
立
体
地
図
や
数
値
標
高
モ
デ
ル
等
が
普
及
し
、
誰
で
も
地
形
の
起
伏
を
立
体
的
に
観
察
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
は
、
空
白
地
帯
で
あ
っ
た
「
安
芸
国
」
に
も
注
目
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な

が
り
、
古
代
山
城
研
究
会
な
ど
に
よ
る
地
道
な
研
究
と
現
地
踏
査
の
結
果
、
長
者
山
城
跡
が
古
代
山
城
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 

一
方
、
考
古
学
的
な
調
査
は
全
く
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
遺
構
の
詳
細
や
時
期
の
推
定
も
出
来
て
い
な
い
。

今
回
、
現
状
と
課
題
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
長
者
山
城
跡
の
調
査
と
保
存
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
き
っ
か

け
と
し
た
い
。 

 

六
、LiDAR 

技
術
を
用
い
た
古
代
山
城
の
地
形
測
量 

広
島
大
学 

原
西 

絢
太 

広
島
大
学 
牧
田 

智
大 

広
島
大
学 

後
藤 

秀
昭 

航
空
機
に
よ
る
レ
ー
ザ
測
量
（LiDAR

：Light 
Detection 

and 
Rangi

ng

）
の
デ
ー
タ
の
公
開
が
進

み
、
詳
細
な
地
形
デ
ー
タ
を
誰
で
も
手
軽
に
入
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
に
よ
り
森
林

内
の
山
城
な
ど
多
く
の
遺
跡
が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
利
用
が
普
及
し
つ
つ
あ
る
。
本
発
表
で
は
、
こ
れ
ら
の

地
形
デ
ー
タ
の
内
容
や
そ
の
活
用
例
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
地
上
で
実
施
す
るLiDA

R

計
測
を
報
告
し
、

文
化
財
調
査
で
の
利
用
の
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。 

 

近
年
、
古
代
山
城
と
し
て
注
目
さ
れ
る
長
者
門
跡
に
お
い
て
、
小
型
の
地
上

LiD
AR

と

GNSS

を
用
い
、

約
三
時
間
で
約
一
三
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
緯
度
、
経
度
、
標
高
の
情
報
を
持
つ
点
群
デ
ー
タ
を
取
得
し
た
。

そ
の
後
、
約
二
日
間
の
室
内
作
業
に
よ
り
、
遺
跡
に
広
が
る
植
生
を
除
去
し
た
地
表
面
の
み
の
デ
ー
タ
と
し
、

一
〇
㎝
メ
ッ
シ
ュ
の
地
形
モ
デ
ル
を
作
成
し
た
。
地
形
モ
デ
ル
か
ら
は
石
垣
の
分
布
や
複
雑
な
石
組
み
が

正
確
に
読
み
取
れ
た
。
モ
バ
イ
ル
型LiDAR

な
ど
の
進
化
も
あ
り
、
対
象
に
応
じ
て
利
用
す
る
こ
と
で
地
表

に
残
さ
れ
た
多
様
な
遺
跡
を
詳
細
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 



 

文
化
財
学
・
民
俗
学
部
会 

 

一
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
人
面
鳥
に
つ
い
て 

広
島
大
学 

伊
藤 

奈
保
子 

人
面
鳥
（kiṃ

 nara

・ki
ṃ
 narī

）
は
、
イ
ン
ド
で
紀
元
前
一
世
紀
頃
の
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
や
一
世
紀
頃
の

サ
ー
ン
チ
ー
第
一
塔
北
門
の
浮
彫
を
は
じ
め
、
八
世
紀
頃
カ
イ
ラ
ー
サ
ナ
ー
タ
寺
等
、
広
範
囲
に
亘
る
時

代
・
地
域
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
今
回
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
作
例
を
あ
げ
、
そ
の
特
徴
を
述
べ
た
い
。 

 

当
地
で
は
、
中
部
ジ
ャ
ワ
地
域
を
中
心
に
八
～
九
紀
頃
建
立
の
チ
ャ
ン
デ
ィ
・
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
第
一

回
廊
主
壁
下
段
「
バ
ッ
ラ
ー
テ
ィ
ヤ
王
本
生
」
を
は
じ
め
、
基
壇
・
第
二
回
廊
・
第
三
回
廊
『
華
厳
経
』「
入

法
界
品
」
に
み
ら
れ
、
チ
ャ
ン
デ
ィ
・
パ
ウ
ォ
ン
や
ロ
ロ
・
ジ
ョ
ン
グ
ラ
ン
の
祠
堂
に
、
如
意
樹
（
カ
ル
パ

タ
ル
）
の
左
右
に
男
女
人
面
鳥
を
配
し
た
浮
彫
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
男
女
愛
の
尊
貴
・
歌
舞
に
長
け

る
意
味
合
い
が
考
え
ら
れ
、
翼
、
尾
、
鳥
の
足
を
有
し
、
女
性
は
胸
の
ふ
く
ら
み
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

同
時
期
に
鋳
造
製
ラ
ン
プ
等
も
制
作
さ
れ
る
が
、
王
朝
が
東
部
ジ
ャ
ワ
に
移
行
す
る
と
人
面
鳥
は
ほ
と
ん

ど
み
ら
れ
な
く
な
る
。 

 

二
、
持
光
寺
所
蔵
不
動
明
王
二
童
子
画
像
に
つ
い
て 

広
島
大
学 

林 
怡
萱 

本
稿
で
は
、
広
島
県
尾
道
市
持
光
寺
所
蔵
の
不
動
明
王
二
童
子
画
像
を
取
り
上
げ
、
そ
の
現
状
や
伝
来
、

図
像
、
表
現
技
法
等
に
つ
い
て
総
合
的
に
考
察
し
た
。
本
作
は
絹
本
著
色
の
仏
画
と
し
て
優
美
な
表
現
を
備

え
て
い
な
が
ら
、
未
指
定
文
化
財
で
あ
る
た
め
今
ま
で
研
究
者
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
回
は
、

所
蔵
先
の
ご
厚
意
の
も
と
、
カ
ラ
ー
お
よ
び
赤
外
線
写
真
に
よ
る
調
査
を
行
い
、
作
品
の
真
価
に
迫
っ
た
。

結
果
、
全
体
的
に
黒
変
し
た
画
面
の
下
に
隠
れ
て
い
た
の
は
正
真
正
銘
、
鎌
倉
時
代
の
不
動
明
王
像
で
あ
っ

た
。
そ
の
安
定
し
た
線
描
や
繊
細
な
彩
色
、
自
然
な
ぼ
か
し
入
れ
は
、
ま
さ
に
当
時
の
技
量
あ
る
絵
仏
師
が

残
し
た
傑
作
で
あ
る
。
ま
た
、
本
作
と
同
様
に
海
の
荒
波
が
背
景
に
描
か
れ
た
鎌
倉
時
代
の
諸
作
例
と
の
比

較
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
作
の
制
作
年
代
が
お
そ
ら
く
一
二
九
〇
年
代
前
後
で
あ
る
と
導
き
出
し

た
。
本
作
の
存
在
は
、
鎌
倉
時
代
の
尾
道
に
お
け
る
不
動
信
仰
の
高
揚
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
持
光
寺
の
歴

史
に
お
け
る
密
教
と
の
深
い
関
連
性
を
証
明
す
る
貴
重
な
文
化
財
で
あ
る
。 



 

三
、
ふ
く
や
ま
美
術
館
所
蔵
国
宝
「
短
刀
銘
国
光
名
物
会
津
新
藤
五
」
に
つ
い
て 

広
島
大
学 

北
山 

紫
真 

ふ
く
や
ま
美
術
館
が
所
蔵
す
る
国
宝
「
短
刀
銘
国
光
」
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
初
期
に
か

け
て
相
模
国
で
活
躍
し
た
刀
工
新
藤
五
国
光
作
と
さ
れ
、
会
津
を
領
地
と
し
た
蒲
生
氏
郷
の
所
持
記
録
か

ら
、「
会
津
新
藤
五
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
。 

こ
の
短
刀
に
つ
い
て
は
、
図
録
等
の
解
説
に
留
ま
る
こ
と
か
ら
、
本
発
表
で
は
、
ま
ず
そ
の
来
歴
に
つ
い

て
、
本
作
品
が
所
載
さ
れ
る
『
享
保
名
物
帳
』
と
そ
の
底
本
『
名
物
控
』
等
の
文
献
資
料
に
よ
り
、
伝
来
し

た
蒲
生
家
、
前
田
家
、
徳
川
家
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。 

次
に
、
本
作
品
の
姿
に
つ
い
て
詳
細
を
確
認
す
る
。
法
量
か
ら
刀
身
、
造
り
、
地
鉄
と
働
き
、
刃
文
、
茎
、

銘
な
ど
を
観
察
し
、
そ
う
し
た
中
で
疑
問
と
し
て
生
じ
た
刃
文
を
焼
き
直
し
た
再
刃
の
可
能
性
に
つ
い
て

指
摘
を
し
た
い
。
国
光
作
刀
剣
の
中
で
本
作
品
は
研
ぎ
減
り
の
な
い
健
全
な
作
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
刀
身
か
ら
国
光
の
掟
と
異
な
る
焼
き
落
と
し
と
呼
ば
れ
る
刃
文
の
所
作
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
再
刃
に

つ
い
て
国
光
及
び
同
時
代
作
と
さ
れ
る
作
品
群
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
考
察
を
行
い
た
い
。 

 

四
、
十
六
世
紀
の
大
名
邸
御
成
に
関
す
る
一
考
察 

―

各
行
事
が
行
わ
れ
た
建
物
と
部
屋
に
つ
い
て―

 

広
島
大
学 

中
村 
泰
朗 

 

御
成
と
は
皇
族
・
摂
関
家
・
将
軍
家
な
ど
の
貴
人
が
外
出
す
る
こ
と
を
言
い
、
室
町
時
代
の
歴
代
将
軍
は

大
名
邸
へ
の
御
成
を
繰
り
返
し
行
っ
た
。
定
説
に
よ
れ
ば
、
同
時
代
の
大
名
邸
御
成
は
定
型
化
さ
れ
た
次
第

が
あ
り
、
ま
ず
寝
殿
で
式
三
献
を
行
っ
た
後
、
中
門
の
内
に
あ
っ
た
公
卿
の
間
で
進
上
さ
れ
た
馬
を
上
覧
す

る
。
そ
の
後
、
会
所
へ
と
場
所
を
移
し
て
か
ら
、
饗
膳
と
酒
宴
を
進
め
る
。 

 

し
か
し
室
町
時
代
の
大
名
邸
御
成
に
関
す
る
故
実
書
を
精
読
す
る
と
、
全
て
の
事
例
が
必
ず
し
も
上
述

し
た
次
第
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、
邸
宅
内
に
会
所
が
存
在
し
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
一
つ
の
建
物
で
部
屋
を
替
え
な
が
ら
、
式
三
献
・
馬
の
上
覧
・
饗
膳
・
酒
宴
が
行
わ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。 

 

本
発
表
で
は
、
大
名
邸
御
成
に
関
す
る
故
実
書
を
幅
広
く
採
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
詳
細
に
比
較
検

討
す
る
。
そ
し
て
主
に
十
六
世
紀
に
行
わ
れ
た
大
名
邸
御
成
に
つ
い
て
、
各
行
事
が
行
わ
れ
た
建
物
と
部
屋

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 



 

五
、
山
口
県
山
口
市
の
清
水
寺
山
王
社
本
殿 

広
島
大
学 

勝
野 

永 

 

山
口
県
山
口
市
宮
野
下
に
所
在
す
る
清
水
寺
は
花
瀧
山
と
号
し
、
本
堂
と
山
王
社
本
殿
は
山
口
県
の
有

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
山
王
社
本
殿
は
本
堂
南
に
西
面
し
て
位
置
し
、
覆
屋
内
に
収
め

ら
れ
て
い
る
。
山
王
社
の
創
建
年
代
は
内
陣
安
置
の
木
牌
か
ら
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
と
さ
れ
る
が
、
現

存
本
殿
は
棟
木
銘
か
ら
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
の
建
立
と
考
え
ら
れ
る
。
今
回
、
山
王
社
本
殿
の
各
部
材

を
実
測
し
、
構
造
や
細
部
に
お
け
る
特
徴
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。 

 

山
王
社
本
殿
は
一
間
社
流
造
、
杮
葺
で
、
身
舎
は
円
柱
、
庇
は
角
柱
と
す
る
。
身
舎
正
面
の
柱
筋
よ
り
一

尺
ほ
ど
後
方
に
御
扉
を
三
対
設
け
て
お
り
、
御
扉
前
面
は
吹
放
と
す
る
。
身
舎
梁
間
は
外
見
上
二
間
で
あ
る

が
、
中
央
柱
は
片
蓋
で
あ
る
た
め
、
内
陣
は
床
・
壁
・
天
井
・
御
扉
で
囲
ま
れ
た
空
間
と
な
る
。
ま
た
、
庇

頭
貫
上
の
蟇
股
は
地
域
的
・
時
代
的
な
特
徴
を
反
映
し
た
様
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

柱
や
垂
木
な
ど
に
多
数
の
当
初
材
が
見
ら
れ
、
毛
利
氏
に
よ
る
防
長
経
略
後
の
神
社
本
殿
と
し
て
貴
重

な
建
築
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

六
、
姫
路
城
三
の
丸
向
御
屋
敷
建
築
群
の
資
料
分
析 

福
井
大
学 

加
藤 
祐
基 

 

姫
路
城
に
は
、
天
守
を
は
じ
め
、
多
く
の
建
築
群
が
現
存
し
て
い
る
。
加
え
て
、
縄
張
り
も
原
形
に
近
い

形
で
残
っ
て
お
り
、
三
の
丸
の
縄
張
り
も
確
認
で
き
る
。
一
方
で
、
か
つ
て
の
向
御
屋
敷
の
建
築
群
は
現
存

し
て
い
な
い
。
既
存
の
論
文
で
は
、
西
桂
氏
の
庭
園
と
し
て
の
復
元
Ｃ
Ｇ
な
ど
が
あ
る
が
、
建
築
の
復
元
根

拠
は
不
明
確
で
ゆ
れ
が
あ
る
。
今
回
、
大
絵
図
指
図
の
「
播
州
姫
路
城
図
」
を
基
本
資
料
と
し
、
『
村
翁
夜

話
集
』
所
収
の
「
姫
路
城
門
櫓
明
細
書
」
や
、
酒
井
忠
以
の
『
玄
武
日
記
』
な
ど
の
文
献
資
料
を
加
え
て
検

討
し
、
向
御
屋
敷
の
建
築
群
の
平
面
の
復
元
を
行
っ
た
の
で
報
告
す
る
。 

 

向
御
屋
敷
の
建
築
群
の
う
ち
、
中
央
の
唐
笠
間
は
、
規
模
に
関
し
て
「
明
細
書
」
の
寸
法
と
「
大
絵
図
」

の
部
屋
の
大
き
さ
が
合
わ
な
い
。
今
回
の
復
元
検
討
よ
り
、「
明
細
書
」
の
寸
法
は
特
徴
的
な
建
物
の
下
屋

も
含
め
た
大
き
さ
と
捉
え
れ
ば
、
八
間
四
方
で
合
致
す
る
。
ま
た
、
西
桂
氏
は
「
観
風
楼
」
は
南
側
の
“
接

客
エ
リ
ア
” 

、「
活
魚
潭
」
は
池
の
一
部
と
推
測
す
る
が
、
資
料
の
分
析
か
ら
、
位
置
が
異
な
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。 



 

七
、
福
井
城
御
泉
水
臼
の
御
茶
屋 

福
井
大
学 

山
際 

凜 

 

福
井
城
の
外
堀
沿
い
の
、
か
つ
て
御
泉
水
と
呼
ば
れ
た
国
指
定
名
勝
養
浩
館
庭
園
は
、
江
戸
初
期
造
園
の

福
井
藩
主
の
別
邸
で
あ
る
。
廻
遊
式
林
泉
庭
園
で
、
建
築
は
す
べ
て
失
わ
れ
て
い
た
が
、
戦
災
焼
失
の
御
泉

水
屋
敷
と
清
廉
は
再
建
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
大
正
期
ま
で
に
失
わ
れ
た
臼
の
御
茶
屋
は
簡
素
な
礎
石
表
示

を
見
せ
る
だ
け
で
、
復
元
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
、
こ
の
庭
園
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
臼
の
御
茶
屋
の
復
元

に
向
け
て
調
査
を
行
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
資
料
の
分
析
を
中
心
に
報
告
す
る
。 

 

平
面
に
関
す
る
資
料
に
は
「
御
泉
水
指
図
」、「
御
泉
水
邸
図
」、「
養
浩
館
臼
の
御
茶
屋
平
面
圖
」
が
あ
り
、

大
別
す
る
と
江
戸
期
の
指
図
と
、
大
正
期
と
み
ら
れ
る
図
面
で
あ
る
。
こ
の
２
期
の
図
に
は
、
部
屋
の
規
模
・

配
置
な
ど
多
く
の
違
い
が
確
認
で
き
た
。
遺
構
の
礎
石
図
と
比
較
し
、
指
図
の
文
章
や
基
準
寸
法
な
ど
を
勘

案
し
て
分
析
し
た
結
果
、
江
戸
期
の
指
図
が
明
治
期
欠
失
前
の
臼
の
御
茶
屋
を
示
す
も
の
と
判
明
し
た
。 

 

そ
の
ほ
か
、
絵
画
資
料
の
「
御
泉
水
之
図
」
の
分
析
な
ど
と
と
も
に
、
臼
の
御
茶
屋
の
復
元
図
を
提
示
し

た
い
。 

八
、
兵
庫
県
川
西
市
平
野
の
多
太
神
社
本
殿 

福
井
大
学 

足
立 

翔 

多
太
神
社
本
殿
は
兵
庫
県
川
西
市
平
野
に
現
存
す
る
。
墨
書
か
ら
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
再
建
と
さ

れ
、
一
部
に
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
転
用
材
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
今
回
、
こ
の
本
殿
の
学
術
調
査
を
行

い
、
元
禄
六
年
の
再
建
と
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
特
徴
的
な
結
綿
が
当
地
域
の
特
徴
を
有
す
る
こ
と
、
背
面

の
本
蟇
股
が
経
年
変
化
や
意
匠
か
ら
天
正
期
の
転
用
材
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
た
め
、
調
査
結
果

を
報
告
す
る
。 

正
面
一
間
、
側
面
二
間
の
一
間
社
春
日
造
、
檜
皮
葺
で
、
身
舎
は
円
柱
、
庇
は
角
柱
と
す
る
。
組
物
は
庇

に
連
三
斗
、
身
舎
前
面
に
出
三
斗
、
背
面
に
連
三
斗
を
配
す
る
。
妻
飾
は
虹
梁
大
瓶
束
式
で
あ
る
。
結
綿
は

全
体
的
に
楕
円
形
の
雲
形
と
し
、
上
部
に
三
股
に
分
か
れ
た
特
徴
的
な
突
起
を
付
け
る
。
背
面
の
本
蟇
股
は
、

始
点
に
短
い
蔓
の
彫
り
込
み
が
あ
り
、
目
玉
の
名
残
と
考
え
ら
れ
る
。
円
弧
の
曲
率
、
脚
の
太
さ
、
足
先
な

ど
が
、
ほ
か
の
蟇
股
よ
り
古
式
の
た
め
、
天
正
期
の
転
用
材
と
考
え
ら
れ
る
。 

多
太
神
社
本
殿
は
当
地
域
の
特
徴
を
示
す
中
近
世
の
事
例
と
し
て
価
値
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 



 

九
、
福
山
市
神
辺
町
西
中
条
所
在
の
八
幡
神
社
の
建
造
物 

比
治
山
大
学 

山
口 

佳
巳 

福
山
市
神
辺
町
西
中
条
に
所
在
す
る
八
幡
神
社
（
中
条
八
幡
神
社
）
は
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か

け
て
建
築
さ
れ
た
社
殿
を
複
数
有
し
て
い
る
。
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
の
墨
書
銘
が
残
る
本
殿
に
関
し

て
は
、
広
島
県
教
育
委
員
会
編
『
広
島
県
の
近
世
社
寺
建
築
』（
広
島
県
文
化
財
協
会
、
一
九
八
二
年
）
に

お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
本
殿
以
外
の
建
造
物
に
関
し
て
は
、
本
格
的
な
調
査
は
行
わ
れ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
び
、
こ
の
八
幡
神
社
の
建
造
物
に
つ
い
て
実
地
調
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
、

そ
の
成
果
を
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
永
正
二
年
（
一
五
〇
五
）
の
「
八
尋
殿
」（
本
殿
）
建
立
棟

札
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
。 

 

建
築
年
代
が
江
戸
時
代
ま
で
遡
る
の
は
、
本
殿
、
随
神
門
、
社
務
所
及
び
神
輿
舎
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本

殿
前
の
小
社
二
棟
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
の
建
築
と
推
定
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
中
心
的

な
社
殿
が
整
え
ら
れ
、
明
治
時
代
前
期
ま
で
に
末
社
や
湯
立
行
事
殿
な
ど
の
付
属
社
殿
が
新
た
に
建
築
さ

れ
て
、
現
在
の
景
観
に
落
ち
着
い
た
と
言
え
る
。 

 

十
、
大
森
黄
谷
の
蔵
書
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
備
の
文
人
画
同
好
者 

福
山
大
学 

柳
川 
真
由
美 

大
國
家
（
大
森
家
）
に
は
、
書
状
や
記
録
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
書
画
が
伝
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
四
代

目
の
当
主
武
右
衛
門
は
絵
を
能
く
し
、
号
を
黄
谷
と
い
う
文
人
画
家
で
も
あ
っ
た
。
本
報
告
で
は
、
同
家
の

史
料
か
ら
、
地
域
文
化
、
特
に
東
備
地
域
を
中
心
と
し
た
文
人
画
の
愛
好
者
や
独
習
者
の
間
に
お
け
る
大
森

黄
谷
の
役
割
や
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

黄
谷
自
身
の
記
録
に
よ
る
と
、
頻
繁
に
京
や
大
坂
に
上
り
、
奥
文
鳴
や
中
林
竹
洞
と
い
っ
た
著
名
な
絵
師

と
対
面
し
て
い
る
ほ
か
、
浦
上
春
琴
か
ら
の
書
状
も
残
り
交
流
が
う
か
が
え
る
。
こ
う
し
た
交
流
は
、
近
世

東
備
を
代
表
す
る
知
識
人
、
武
元
登
々
庵
ら
の
仲
介
が
端
緒
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
黄
谷
も
作
品
依

頼
の
仲
介
や
、
所
蔵
す
る
画
譜
や
手
本
の
貸
借
と
い
っ
た
面
で
同
好
者
か
ら
期
待
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。 

大
國
家
の
史
料
群
は
近
世
後
期
の
東
備
地
域
に
お
け
る
文
化
活
動
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
様
相
を
示
す
点

は
も
ち
ろ
ん
、
作
者
の
有
名
無
名
を
問
わ
ず
、
地
域
に
伝
存
す
る
作
品
そ
の
も
の
の
検
討
に
お
い
て
も
貴
重



と
い
え
る
。 

 

十
一
、
福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
の
旧
右
近
家
住
宅 

福
井
大
学 

大
坂 

蒼
真 

旧
右
近
家
住
宅
は
福
井
県
南
条
郡
南
越
前
町
に
現
存
す
る
。
西
に
開
け
た
日
本
海
に
臨
ん
だ
、
切
り
立
つ

崖
下
の
平
地
を
占
め
る
、
北
前
船
主
で
あ
っ
た
右
近
氏
の
旧
住
宅
で
あ
る
。
こ
の
度
、
学
術
調
査
を
行
い
、

天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
当
時
の
農
家
型
住
宅
を
も
と
に
し
、
明
治
期
に
拡
充
増
築
し
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
ま
た
、
多
く
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
た
た
め
、
調
査
結
果
を
報
告
す
る
。 

 

旧
右
近
家
住
宅
は
、
だ
い
ど
こ
ろ
の
高
い
火
袋
の
架
構
や
屋
久
杉
の
板
戸
が
見
ら
れ
、
往
時
の
豪
快
な
造

り
を
誇
る
。
一
方
で
、
拡
充
を
重
ね
て
多
く
の
部
屋
が
あ
り
、
床
柱
の
材
種
、
引
手
や
欄
間
彫
刻
、
杉
杢
板

羽
重
ね
張
り
の
竿
縁
天
井
、
茶
室
の
煤
竹
を
用
い
た
竿
縁
天
井
は
数
寄
の
要
素
を
窺
わ
せ
る
。
二
階
は
部
屋

が
多
数
あ
り
、
各
区
画
へ
の
異
な
る
動
線
、
区
画
ご
と
の
床
の
間
の
有
無
な
ど
の
格
の
違
い
、
区
画
間
を
行

き
来
で
き
な
い
構
成
は
、
異
な
る
階
層
や
組
織
の
来
客
が
同
時
に
宿
泊
で
き
る
機
能
を
備
え
る
。 

 

変
遷
の
様
々
な
要
素
を
見
せ
る
、
特
徴
的
な
構
成
を
備
え
た
大
型
の
船
主
住
宅
と
し
て
評
価
で
き
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。 

 

十
二
、
岡
山
県
倉
敷
市
児
島
田
の
口
の
町
家
の
正
面
構
成 

福
井
大
学 

原
田 
龍
範 

岡
山
県
倉
敷
市
児
島
田
の
口
地
区
は
、
香
川
の
金
毘
羅
さ
ん
と
当
地
の
瑜
伽
神
社
を
結
ぶ
か
つ
て
の
瀬

戸
内
海
航
路
を
も
と
に
す
る
、
港
か
ら
の
参
道
を
中
心
街
路
と
す
る
。
参
拝
客
を
相
手
に
し
た
商
売
で
栄
え

た
門
前
町
で
古
い
町
家
が
残
っ
て
い
る
。
今
回
、
中
心
街
路
に
面
し
た
町
家
及
び
土
蔵
の
六
十
七
棟
を
対
象

に
正
面
構
成
の
実
地
調
査
及
び
年
代
判
定
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
を
報
告
す
る
。 

児
島
田
の
口
の
町
家
は
、
江
戸
期
や
明
治
期
の
古
い
も
の
が
よ
く
残
っ
て
い
る
。
今
回
の
調
査
で
、
年
代

を
通
じ
て
本
瓦
葺
の
町
家
が
確
認
で
き
、
屋
根
へ
の
意
識
の
強
さ
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
折
置
組
が
確
認

で
き
、
京
呂
組
の
与
次
郎
梁
を
組
み
合
わ
せ
た
小
屋
組
を
持
つ
町
家
が
相
当
数
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ

ら
に
、
庇
の
軒
桁
を
磨
き
丸
太
と
す
る
特
徴
的
な
技
法
が
複
数
の
町
家
で
見
出
さ
れ
た
。
他
県
で
は
見
ら
れ

な
い
特
徴
で
あ
り
、
広
が
り
の
確
認
が
必
要
な
、
町
家
で
は
珍
し
い
技
法
で
あ
る
。 

古
い
時
期
の
町
家
が
多
く
残
り
、
特
徴
的
な
技
法
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
建
築
史
上
、
重
要
な
町



家
群
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

十
三
、
広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
町
河
内
地
区
の
「
新
道
改
修
之
碑
」 

広
島
市
立
大
学 

山
口 

え
り 

福
井
大
学 

山
田 

岳
晴 

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
町
河
内
地
区
に
は
明
治
四
十
年
に
立
碑
さ
れ
た
石
碑
が
三
基
あ
る
。
こ
れ
ま
で

こ
れ
ら
三
つ
の
石
碑
に
つ
い
て
は
『
五
日
市
町
誌
』
に
、
そ
の
存
在
は
記
録
は
さ
れ
て
も
、
石
碑
そ
の
も
の

の
細
部
に
わ
た
る
調
査
、
立
碑
さ
れ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
十
分
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本

報
告
で
は
、
三
つ
の
石
碑
の
う
ち
「
新
道
改
修
之
碑
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
石
碑
は
、
今
の
広
島
県
道41

号
五
日
市
筒
賀
線
の
一
部
の
改
修
工
事
を
記
念
し
、
河
内
村
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
石
碑
の
題
額
に

は
「
天
工
人
其
代
之
」
と
篆
書
体
で
書
か
れ
る
、
そ
の
出
典
は
『
書
経
蔡
沈
集
伝
』（『
書
経
集
伝
』）
の
中

の
「
虞
書
皋
陶
謨
」
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
題
額
は
広
島
県
知
事
で
あ
っ
た
江
木
千
之
に
よ
る
。
石
碑
の

表
に
は
、
八
幡
川
沿
い
に
馬
車
の
通
行
で
き
る
道
が
作
ら
れ
た
経
緯
が
書
か
れ
た
。
そ
の
撰
文
は
水
戸
東
海

道
人
棉
引
泰
に
よ
る
。
本
報
告
で
は
、
石
碑
の
規
模
と
題
額
・
撰
文
に
着
目
し
、
本
石
碑
の
地
域
の
歴
史
を

語
る
資
料
と
し
て
の
文
化
財
的
価
値
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

十
四
、
福
井
県
大
野
市
七
間
通
り
周
辺
域
の
町
家
の
正
面
構
成 

福
井
大
学 

山
田 
岳
晴 

 

福
井
県
大
野
市
の
市
街
地
は
、
越
前
大
野
城
の
麓
の
盆
地
に
広
が
る
城
下
町
で
あ
る
。
市
街
地
の
ほ
ぼ
中

央
の
七
間
通
り
は
、
旧
美
濃
街
道
の
一
部
で
あ
り
、
町
家
が
建
ち
並
ん
だ
町
並
み
が
残
っ
て
い
る
。
今
回
、

七
間
通
り
と
そ
の
周
辺
域
の
町
家
形
態
を
残
す
三
十
八
棟
を
対
象
に
、
正
面
構
成
の
実
地
調
査
及
び
年
代

判
定
を
行
っ
た
。
そ
の
調
査
結
果
を
報
告
す
る
。 

 

七
間
通
り
周
辺
域
の
町
家
は
、
大
正
期
の
も
の
が
最
も
多
く
、
明
治
期
の
も
の
も
確
認
で
き
た
。
す
べ
て

二
階
建
て
の
切
妻
造
平
入
で
、
間
口
は
比
較
的
広
く
、
二
階
の
建
ち
は
低
め
の
も
の
が
多
か
っ
た
。
今
回
の

調
査
で
、
下
屋
の
出
は
な
し
、
ま
た
は
半
間
の
町
家
が
占
め
、
二
階
の
軒
が
深
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ

の
ほ
か
、
二
階
の
軒
裏
構
造
は
登
り
梁
と
す
る
町
家
が
半
数
を
超
え
る
こ
と
、
二
階
の
両
側
に
特
徴
的
な
形

態
の
袖
壁
を
有
す
る
町
家
が
多
数
を
占
め
る
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
。 

 

下
屋
の
出
、
二
階
の
軒
の
出
と
と
も
に
、
登
り
梁
、
袖
壁
に
つ
い
て
も
、
多
雪
環
境
に
対
応
し
た
地
域
的



特
徴
と
判
断
で
き
、
日
本
建
築
史
上
、
個
性
を
有
し
た
町
家
群
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

    


